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第１章 中長期在留のための在留資格認定証明書又は査証申請者に対する 

日本入国前結核健診の概要 

 

• 結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、二類感染症に規

定されている。出入国管理及び難民認定法（以下、入管法）においては、二類感染症の患者で

あることを上陸拒否事由として定めており、結核の患者である外国人は本邦への上陸は原則と

して認められない。 

 

• 本手引きは、日本政府により承認された者が、入管法の求める結核を発病していないことを示

すための健診を行う上での技術的指導を提供することを目的とする。 

 

• 公益財団法人結核予防会結核研究所入国前結核スクリーニング精度管理センター（以下、

CJPQA） は日本政府より、日本入国前結核健診事業（以下、Japan Pre-Entry TB Screening, 

JPETS） の 運 営 を 委 託 さ れ て い る 。JPETS に 関 す る 問 い 合 わ せ は 、CJPQ

（center_jpqa@jata.or.jp）にメールにて行うことが可能である。なお、その際に厚生労働省

（tb_screening@mhlw.go.jp）を CC に入れることとする。問い合わせを行う場合、胸部レントゲ

ン写真や申請者を特定可能な情報については送付してはならない。 

 

• 本手引きにおける「健診」とは、日本での中長期在留のための在留資格認定証明書又は査証を

申請する者（以下、申請者）の結核発病の有無について評価する過程を指すものである。本手

引きにおける健診の目的は、活動性結核を発病している疑いのある申請者を発見することであ

る。さらに、この健診によって活動性結核が早期に診断されて、適切な治療を受けることによ

り、申請者本人の健康維持とともに当該国における結核対策の推進に寄与することも目的とし

ている。 

• 結核は、結核菌群に属する菌の感染によって起こる感染症である。結核菌の体内での活動性に

より、結核に関連する症状ないし兆候のある活動性結核と、結核菌感染が臨床的な症状ないし

兆候を引き起こす前の潜在性結核感染に大別される。本健診では、健診受診時において活動性

結核を発病している者、すなわち、喀痰菌検査陽性の肺結核、気管・気管支結核、咽頭・喉頭

結核を発病している者の発見を目的とする。本健診によって発見することを意図はしていない

が、その他の活動性結核で、抗結核薬による治療が必要な結核を発病している者が発見された

場合には、活動性結核と同様に入国前に結核の治療が必要である。潜在性結核感染の発見は本

健診の目的には含まない。 

• 本スクリーニングの対象者及び根拠規定については、厚生労働省ホームページからガイドライ

ンを参照すること。（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou03/index_00006.html） 
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第 2 章 健診医の役割 

 

• 申請者の健診は、日本政府によって指定された健診医療機関（以下、健診医療機関）に所属

し、予め登録された健診を担当する医師（以下、健診医）によって実施される。健診医療機関

は、登録されている医師の一覧を日本政府に提出し、変更があった場合、速やかに届け出る。

健診医療機関及び健診医の運営上の体制は、資料 A を参照する。 

• 健診医は、本手引きに基づいて申請者の健診を行う。申請者に活動性結核の疑いがないことを

確認した場合に、結核非発病証明書（資料 B を参照）を発行する。なお、結核非発病証明書は

JPETS 情報管理システム（以下、J-IMS）より発行されたもののみを有効とする（J-IMS に関し

ては後述する）。 

 

• 健診医は、在留資格認定証明書交付申請または査証申請のために、健診終了後に結核非発病証

明書を紙媒体（１枚）及び電子媒体で発行する。申請者が、追加で紙媒体の結核非発病証明書

の発行を希望する場合の料金は、各健診医療機関の判断に委ねられる。 

 

• 健診医は、申請者の身元確認を行い、全ての健診過程を把握し、結核非発病証明書を発行する

か否かを決定するために、専門的見地から判断を下す責任がある。 

• 健診医は、健診によって申請者が活動性結核であることが確認された場合、申請者が直ちに治

療を受ける必要があることを明確に伝え、健診医療機関で治療を開始するか、あるいは結核医

療機関に紹介しなければいけない。結核医療機関とは、WHO による結核診断・治療ガイドラ

インや当該国の結核診療ガイドラインなどに基づき、品質が保証された検査試薬・機器や抗結

核薬を使用して結核の診断及び治療を実施する医療機関を指す。 

• 健診医は、申請者の培養検査結果について検査機関から薬剤耐性との報告があった場合（第 7

章を参照）には、このことを結核の治療を実施する医療機関に遅滞なく通告する。 

• 当該国の法令あるいは公衆衛生上の規定として、活動性結核を診断した際に、申請者の出身地

の地域、地方あるいは国の関連当局への報告が求められる場合には、健診医は当局へ報告を行

った上で、その事実を健診医が所属する医療機関で記録しなければならない。 

 

• 健診医が他の結核医療機関に申請者を紹介した後に、申請者が活動性結核と診断された場合、

健診医はその結核医療機関の担当医師に関連当局への報告を行うように要請する。 

• 健診医療機関は、申請者の個人情報、健診結果、結核治療に関する情報など、JPETS に関する

全ての情報を J-IMS に入力し、管理する。健診医は J-IMS に登録される情報の正確性について

責任を負う。J-IMS に関する詳細は「J-IMS の手引き」を参照する。 
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• 健診医療機関が結核菌検査を実施しない場合は、少なくとも結核菌の塗抹検査及び培養検査

を、検査機関に委託することができる。 

 

• 健診医療機関は、第 7 章に記載されている指示に従って、結核菌検査を実施可能な検査機関に

結核菌検査を委託する責任がある。 
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第 3 章 健診の流れ 

 

1） 概要 

• 健診医療機関は、申請者の受診希望に対して受付後 5 営業日以内に受診日を決める。 

 

• 健診医は、全ての申請者に対して、健診の目的や内容について必要に応じてリーフレットな

どを使いながら、十分に説明し、同意を得る。 

 

• 申請者は、同意書（第 4章、及び資料 C を参照）の必要項目を全て埋めなければならない。 

 

• 申請者が家族で渡航する場合、健診医は、可能な限り家族全員が同日に健診を受診できるよ

う配慮する。 

 

 未成年の申請者は、法的保護者同伴のもとで健診を受診する。未成年の定義は、健診や同意取 

得における責任が問われた場合の司法的判断を下す当該国の法律に則るものとする。 

 

• 健診方法は、基本的に胸部レントゲン検査とする。その他の検査（例：ツベルクリン反応検 

査（TST）、インターフェロン γ遊離試験（IGRA）は、5歳以上の申請者に対しては、費用を  

申請者が負担する場合であっても、胸部レントゲン検査の代用としては認めない。 

 

• 健診の必要性の有無は、BCG接種歴によって左右されない。 

 

• 問診・身体検査及び胸部レントゲン検査の全てにおいて、活動性結核又は陳旧性肺結核を疑う

所見が認められなかった申請者に対しては、活動性結核は非発病であると診断し、結核非発病

証明書を発行する。また健診医は「入国前結核健診結果に関する情報提供書」（資料 D を参

照）を作成し、JPETS 終了時に結核非発病証明書とともに申請者に提供する。 

 

• 問診・身体検査又は胸部レントゲン検査のいずれかにおいて、活動性結核又は陳旧性肺結核を

疑う所見が認められた全ての申請者は、喀痰検体（連続する営業日 3 日間の各日に採取した 3

検体）による結核菌検査（以下、喀痰検査）の対象とする（第 7 章及び資料 E を参照）。 

 

• 喀痰検査から結核菌が検出された場合は、活動性結核と診断し、結核非発病証明書は発行しな

い。 

 

• 健診医は、結核患者の治療を実施する義務はないが、その治療を実施する場合には、当該国に

おける結核対策指針及び WHO 治療ガイドラインなどに沿った結核治療を実施する。抗結核薬

は、WHOの推奨する品質保証を受けた薬剤を使用する。 
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• 健診医療機関は、他の結核医療機関において実施される結核治療の質について責任は負わな

い。しかし、申請者の結核治療がどこで行われようと、健診医は申請者の結核治療のモニタリ

ングを行い、可能な限り、治療開始日、治療内容、治療成績などを含む治療情報を収集するよ

う努める。 

 

• 肺結核の治療終了は、治療終了から 30 日以内の 2 回の喀痰培養陰性をもって確認する。その際

の喀痰は健診医療機関が指定する検査機関（以下、検査機関）に提出、検査されなければなら

ない。 

  

• 肺外結核の治療終了は、治療を担当した結核医療機関の担当医の判断によるものとする。 

 

• 喀痰検査から結核菌が検出されないが活動性結核の疑いが残る場合の対応については、第 8

章を参照のこと。 

 

2） 健診申請者の区分と健診の内容 

 

健診申請者には、健診受診時 15 歳以上、5 歳～14 歳の小児、5 歳未満の小児、妊婦の 4 つの区分が

ある。 

 

健診の一般項目 

以下の健診項目は全ての申請者において適用される。ただし妊婦、5 歳～14 歳の小児及び 5 歳未満

の小児については次項以降に示す注意点がある。 

 

• 問診 

以下の項目を全て聞き取る。 

⮚ 健診受診日の 3 か月以内の症状：咳、痰、血痰、寝汗、体重減少、リンパ節腫脹、発熱

（37.5 度以下の微熱も含む）。 

 

⮚ 結核の既往歴： 

*申請者に活動性結核既往歴の有無を確認する。 

*初回の JPETS で活動性結核と診断され、結核の治療（治療を受けた場所に関わらず）を完

了した再申請者については、健診医は申請者から「結核治療終了報告書」（資料 F を参照）

を受け取り、「結核治療歴に関する情報提供書」（資料 G を参照）を作成し、健診終了時に結

核非発病証明書とともに申請者に渡す。「結核治療歴に関する情報提供書」（資料 G）は、申

請者が日本入国後に医療機関を受診する必要があった場合に、日本の保健医療関係者に、申

請者の結核の治療歴に関する情報を提供するものである。 
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⮚ 健診受診日から 2 年以内の活動性肺結核患者との濃厚な接触歴： 

*申請者の同居家族が過去 2 年以内に肺結核と診断されたか否かを確認する。 

*申請者が過去 2年以内に肺結核患者と濃厚な接触があったか否かを確認する（濃厚接触とは、

肺結核患者と長期間（数日間以上）の住居、密閉された同じ空間、その他の囲まれた環境の

共有と定義する）。 

 

⮚ 免疫不全： 

*申請者が現在、あるいは過去 6 か月以内に免疫不全（HIV 感染、慢性腎不全、悪性腫瘍な

ど）の状態にあるか、又は状態と診断されたかを確認する。 

*申請者が現在、あるいは過去 6か月以内に免疫抑制剤（ステロイド、抗がん剤、抗リウマチ

薬など）を使用しているか、又は使用していたかを確認する。 

 

• 身体検査 

⮚ 胸部聴診（呼吸音） 

 

⮚ 頸部の視診・触診（頸部リンパ節） 

 

⮚ その他健診医が必要としたもの 

 

• 胸部レントゲン検査（5歳未満の小児を除く） 

 

• 喀痰検査（問診、身体検査、胸部レントゲン検査のいずれかにおいて活動性結核を疑う所見を

認めた場合） 

 

妊婦における注意点 

 

• 妊娠中、特に妊娠初期における胸部レントゲン検査の胎児への影響は小さいものの、一定のリ

スクが伴う。従って、妊娠初期における胸部レントゲン検査は推奨しない。以下の 2 つの代替

の選択肢がある。 

（1）出産後まで健診（及び在留資格認定証明書交付申請又は査証申請自体）を延期する。 

（2）二重の鉛保護シールドを装着した上で、胸部レントゲン検査を行う。 

いずれの場合にも、十分な説明・カウンセリングを実施した上で同意を取得し、適切な形で記

録に残す。 

 

• 特例として、妊娠中の申請者が、今回の申請から過去 3 か月以内に申請時の健診医療機関と同

一の医療機関において胸部レントゲン検査を受けており、（1）申請時点で結核を疑う症状がな
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く、かつ（2）過去 2 年以内に活動性肺結核患者との濃厚な接触歴がない場合に限り、過去 3 か

月以内の胸部レントゲン検査の結果で代用できる。 

 

5 歳未満の小児における注意点 

 

• 5 歳未満の小児に対する健診項目は次の通りである：症状の有無の確認、結核既往歴の有無の

確認、活動性肺結核患者との家族接触歴の有無の確認、免疫不全の状態及び免疫抑制剤使用の

有無の確認。上記いずれかの 1 つにでも該当する場合は、15 歳以上と同様に胸部レントゲン検

査を行う。結核既往歴、結核患者との接触歴が不明の場合も胸部レントゲン検査を行う。 

 

• 上記健診項目のいずれにも該当しない場合、TST 又は IGRA を実施する。TST の判定は、各国

結核対策ガイドラインもしくは米国疾病予防管理センターによる判定基準に従う。IGRA の判

定は製造会社記載の判定基準に従う。 

 

• IGRA は、WHOの承認を受けた"Qiagen QuantiFERON-TB Gold Plus", "WANTAI TB-IGRA" もしく

は "Oxford Immunotec T-SPOT.TB"のいずれかを使用する。 

 

• TST 又は IGRA の検査結果が陰性だった場合：結核非発病証明書を発行する。 

 

• TST 又は IGRA の検査結果が判定保留・判定不能だった場合：判定保留や判定不能は「陰性」

と解釈しない。IGRA の判定保留・判定不能の場合、可能であれば初回の検査法とは異なる検

査法を用いて再検査を行う（初回の IGRA 検査に QuantiFERON（以下、QFT）を用いた場合、

再検査には T-SPOT を用いる）。異なる検査法を用いることが不可能である場合には、同じ検査

法でも可とする。再検査に伴う追加費用は、申請者から徴収しない。 

 

• 再検査の結果が判定保留・判定不能だった場合：胸部レントゲン検査を行う。胸部レントゲン写真

において異常陰影が認められなかった場合には、活動性結核は否定され、感染性の有無については

不明とし、潜在性結核感染症の治療の要否を評価するための医療機関への紹介は不要とする。結核

非発病証明書を発行する。胸部レントゲン写真において、異常陰影が認められた場合には、15 歳以

上の申請者と同様に喀痰検査を実施する（第 7 章を参照）。 

 

• T-SPOT の結果がボーダーラインだった場合：可能であれば初回の検査法とは異なる検査法を

用いて追加費用なしで再検査を行う（すなわち QFT を用いて再検査を行う）。QFT が不可能な

場合、初回と同じ検査法（すなわち T-SPOT）による再検査を追加費用なしで可とする。T-

SPOT による再検査の結果が再びボーダーラインだった場合、スポット数が 5 は「陰性」、スポ

ット数 6 あるいは 7 は「陽性」と解釈する。再検査の結果が「陽性」と解釈された場合には、

胸部レントゲン検査を行う。「陰性」と解釈された場合には、結核非発病証明書を発行する。 
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 TST 又は IGRA 検査結果が陽性だった場合：胸部レントゲン検査を実施する。胸部レントゲン

写真において異常陰影が認められなかった場合には、活動性結核は否定されたとし、結核非発

病証明書を発行する。健診医が WHO による結核診断・治療ガイドラインや当該国の結核診療

ガイドライン等に基づき、申請者が潜在性結核感染症治療適用であると判断した場合（例：申

請者が過去 2 年間に活動性肺結核患者との接触歴がある場合、又は過去 6 か月以内に免疫不全

の状態にいる場合等）、申請者、及びその保護者に対して、潜在性結核感染症に関する適切な

患者教育と情報提供を行い、可能な限り潜在性結核感染症の診断及び治療を提供できる医療機

関を紹介する（第 8章を参照）。胸部レントゲン写真において、異常陰影が認められた場合には、

15 歳以上の申請者と同様に喀痰検査を実施する（第 7 章を参照）。 

 

5 歳～14 歳の小児における注意点 

 

• 5 歳～14 歳の小児に関し、慢性呼吸器疾患、胸部への手術歴、チアノーゼ、呼吸不全を有する

者に対しては、医師が必要と認めた場合は胸部レントゲン写真の所見にかかわらず喀痰検査を

実施する。 

 

3） 喀痰検査 

• 喀痰検査は、塗抹鏡検及び培養検査を行う。さらに 1 検体に対して遺伝子検査（XpertⓇ 

MTB/RIF、XpertⓇ MTB/RIF Ultra 又は TB-LAMPなどの WHOが推奨する結核菌核酸増幅試験。

以下、WHO推奨 NAATs）を追加して実施することが推奨される（第 7 章を参照）。 

 

• 胸部レントゲン検査において、第 6 章の記載のとおり、活動性結核又は陳旧性結核の疑いのあ

る所見が認められた場合は喀痰検査の対象とする。また、活動性結核を疑う症状を有する者

は、胸部レントゲン写真の所見にかかわらず喀痰検査の対象とする。 

 

• 申請者は喀痰検査のために、健診医療機関又は健診医療機関が指定する検査機関において、連

続する営業日 3 日間の各日に採取した喀痰 3 検体を提出する。 

 

• 喀痰検体の採取が困難な場合の対応については第 7 章を参照。 

 

• 喀痰塗抹検査陽性結果が得られた場合の対応： 

⮚ いずれか１つの喀痰検体に対して WHO推奨核酸増幅検査（NAATs）を実施している場

合： 

✧ 喀痰塗抹検査陽性結果で NAATs 結果が陰性の場合は、非結核性抗酸菌感染症（NTM

感染症）または検体の汚染の可能性があるため、健診医は培養検査結果が判明するの

を待つことができる。 

✧ 喀痰塗抹検査結果が陽性または陰性で、かつ NAATs 結果が陽性の場合は、菌陽性活

動性結核と判断される。そのため、健診医は、結核治療を開始するか結核治療開始す
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るために適切な結核医療機関を紹介すると共に、培養検査結果が判明するのを待つ。 

 

⮚ WHO推奨核酸増幅検査（NAATs）を実施していない場合で喀痰塗抹検査陽性結果が得ら

れた場合： 

✧ 健診医は、胸部レントゲン画像所見・NTM 感染症既往歴・その他の臨床所見を考慮す

る。健診医は、喀痰塗抹検査陽性結果のみに基づいて申請者に対して結核治療を開始

するか、結核治療開始のために結核医療機関に紹介することについて、慎重に判断す

る。 

✧ 培養検査結果が陽性で、結核菌が同定された場合、菌陽性活動性結核の確定診断とな

るため、結核医療機関は結核治療を完遂する必要がある。 

✧ 培養検査結果が陽性で、かつ結核菌ではなく NTM が同定された場合、結核医療機関

は、結核治療を中止することができる。 

✧ 培養検査結果が陰性または不明であった場合、結核医療機関は活動性結核であること

は除外できないため、結核治療を最後まで継続することができる。 

 

• 図 1 及び 2 において健診の流れを示す。 
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図 1. 5 歳以上における健診の流れ 

  
健診の予約 

健診医療機関へ到着、登録 

 (身元確認、説明、同意の取得) 

有義な活動性結核の 

所見なし 1 

有義な活動性結核の 

所見あり 1 

問診・身体検査 

胸部Ｘ線撮影 2 胸部Ｘ線撮影 2 

 

活動性結核又は陳旧性結核の 

所見あり 
正常 正常 

 

活動性結核又は陳旧性結核の 

所見あり 
 

喀痰検査 3  

陽性 4 陰性 

結核の疑いなし 
結核の強い疑い 

あり 5 

結核治療医療 

機関への紹介 6 

結核でないとの

診断 7 

活動性結核の 

診断 

結核非発病証明書、入国前結核健診結果に関する情報提供書 8、胸部レントゲン画像を保

存した CD-ROM、胸部レントゲン検査報告書 9, 結核治療歴に関する情報提供書(結核治療

を行った者) 10を発行する。 

治療 
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1. 以下の兆候と症状を含める：1)活動性結核の症状、2)結核の既往歴、3)過去 2 年以内の肺結核患者との家

族接触歴、4)免疫不全。 

 

2. 妊娠女性については、3 章の「妊婦における注意点」を参照。 

 

3. XpertⓇ MTB/RIF 又は XpertⓇ MTB/RIF Ultra or TB-LAMP などの WHO が推奨する結核菌核酸増幅試験を

追加して実施することが奨励される。 

 

4. 塗抹検査、培養検査又は WHO 推奨の核酸増幅検査のいずれかの陽性。 

喀痰塗抹検査陽性結果で NAATs 結果が陰性の場合は、非結核性抗酸菌感染症（NTM 感染症）または検

体の汚染の可能性があるため、健診医は活動性結核の診断またはその診断と治療のために結核医療機関

に申請者を紹介することについて、培養検査結果が判明するまで待つことができる。 

 

5. 問診、身体検査、又は胸部レントゲン検査で活動性結核が強く示唆される方。 

 

6. 結核治療医療機関は、結核の診断・治療を実施する医療機関であり、健診医療機関又は 2章で示した結核医

療機関であること。健診医は、胸部レントゲン画像所見・NTM感染症既往歴・その他の臨床所見を考慮する。健

診医は、喀痰塗抹検査陽性結果のみに基づいて申請者に対して結核治療を開始するか、結核治療開始のため

に結核医療機関に紹介することについて、慎重に判断する。 

 

7. 結核医療機関が紹介された申請者を「活動性結核ではない」と判断した場合には、その申請者を紹介元

の健診医療機関に送り返す。健診医は、結核医療機関における判断を考慮して申請者の結核診断につい

て再評価する。NAATs または培養検査結果が陽性である場合には、菌陽性活動性結核の確定診断と判断

し、遅滞なく、かつ中断無く結核治療を行うべきである。 

 

8. 3 章と資料 D を参照。 

 

9. 6 章と資料 J を参照。 

 

10. 8 章と資料 G を参照。 
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図 2. 5 歳未満における健診の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TST/IGRA 検査へ進むには、以下の項目全てが陰性でなければならない。1）活動性結核の症状、2）結

核の既往歴、3）過去 2 年以内の活動性肺結核患者との家族接触歴、4）免疫不全の状態及び免疫抑制剤

使用。 

2. 8 章と資料 D 参照。 

3. 6 章と資料 J 参照。 

4. 健診医は、申請者の過去 2 年以内の活動性肺結核患者との家族接触歴や、過去 6 ヶ月以内における免疫

不全状態の有無など、活動性結核を発病する危険因子を有しているか、再確認する必要がある。 

 

TST：ツベルクリン反応検査、IGRA：インターフェロン γ 遊離試験 

健診の予約 

健診医療機関へ到着、登録 

 (身元確認、説明、同意の取得) 

問診・身体検査 

胸部Ｘ線撮影  

正常 

 

TST / IGRA 

  

陰性ではない 陰性 

 

結核非発病証明書、入国前結核健診結果に関する情報

提供書 2, 胸部レントゲン画像を保存した CD-ROM、

TST/IGRA 検査結果が判定保留・判定不能だった場

合、胸部レントゲン検査報告書 3を発行する。 

結核非発病証明書、入国前結核健診結

果に関する情報提供書 2の発行 

結核非発病証明書、入国前結核健診結果に関する情報提

供書 2、胸部レントゲン画像を保存した CD-ROM、胸部レ

ントゲン検査報告書 3 を発行する。TST/IGRA 検査結果

が陽性で、当該国の結核診療ガイドラインに基づき必要と

判断した場合、結核医療機関を紹介する 4。 

 
以下、5歳以上の申請者と

同様の手続き 
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第 4 章 健診への同意取得について 

 

• 健診医は、申請者への同意書内容の説明を健診医療機関職員に行わせることができるが、同意

書内容の説明と同意書取得の責任は、健診医にある。健診医又は説明者は、申請者に対して、

受診手続きがなされた後、健診を開始する前に、理解可能な言語において説明し、健診に関す

る疑問点・不安点を解消するための質問をする十分な時間を与える。その上で「同意書」（資

料 C を参照）を完成させる。同意書への署名がなされるまでは、健診は開始しない。同意を取

得する際に申請者に提供すべき情報には、健診の目的、内容、健診を受診することの利益と不

利益（重大なリスクなど）を含む。 

 

 健診医又は説明者は、申請者に対して、同意書に署名をした後でも同意を取り下げる権利があ

ることを説明するが、申請者が健診医の指示する検査などに応じない場合には、結核非発病証

明書の発行ができず在留資格認定証明書又は査証申請に支障を来すことを説明する。 

  

 健診医又は説明者は、健診の過程で収集されたあらゆる健診結果及び健診に伴う個人情報が、

日本政府及びCJPQAに共有されることについて申請者が理解・了承していることを確認する。 

 

 申請者が未成年である場合、又は心神喪失状態にある場合には、法的保護者による代筆がある

場合のみ同意書の有効性を認める。 

 

 申請者が身体的な理由から直筆による署名が困難な場合には、健診医が同意書を作成し、第三

者の立会人（健診医療機関の職員ではない者）に立ち会いを依頼し、申請者が口頭又はその他

の方法で同意したことの確認を得た上で、代理で署名を依頼する。 

 

 健診医は、同意書を 5 年間保管し、日本政府から要請された場合には提出する。 
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第 5 章 身元確認について 

 

 申請者の身元確認の責任は健診医にある。 

 

 受付、問診、身体検査、胸部レントゲン検査、喀痰採取、結核非発病証明書の発行、治療のた

めの医療機関への紹介の各段階で、健診医又は健診医が指名した職員が申請者の身元確認を行

う。 

 

 身元確認の際には、必ずパスポートの提示を求める。 

 

 上記に述べた健診の各段階で、パスポートの写真と生年月日が申請者の容姿と一致することを

確認する。 

 

 身元特定に疑念がある場合、健診医は、申請者に対して、身分証明のための追加の書類の提出

を求め、記録に残す。健診医は、身元確認に関する疑念が解消されるまでは、結核非発病証明

書の発行は行わない。 
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第 6 章 胸部レントゲン検査 

 

 胸部レントゲン検査は、健診医療機関において、申請者の受診時、問診及び身体検査を受けた

同日中に撮影する。 

 

 15 歳以上の申請者は全員、胸部正面、後前方向（PA）による胸部レントゲン写真を、15 歳未

満では PA に側面写真（右左方向）を追加して撮影する。15 歳以上の申請者で胸部正面、後前

方向（PA）による胸部レントゲン撮影ができない場合には、前後方向（AP）による撮影で代

用することができる（詳細は資料 H を参照）。 

 

 胸部レントゲン写真はデジタル撮影し、写真データを電子的に管理する。 

 

 胸部レントゲン写真は、健診医療機関が登録する放射線科医（以下、健診放射線科医）による

1 次読影と健診医による 2 次読影が必要である。 

 

 胸部レントゲン写真を読影する健診放射線科医は、読影所見の詳細を記録し、何らかの所見が

存在する場合は、結核によるものかそれ以外の疾患が考えられるのか記載する（詳細は資料 I

を参照）。 

 

 胸部レントゲン写真が読影するのに十分な画質ではないと判断された場合には、再撮影する。

そのため、申請者は、健診放射線科医が画質及び撮影アングル上、追加撮影は不要と判断する

まで、健診医療機関を離れてはならない。健診放射線科医は必要に応じて、追加費用なしで、

異なるアングルによる胸部レントゲン検査を求めることができる。 

 

 胸部レントゲン写真の読影結果を記載した書類には、申請者氏名、生年月日、パスポート番

号、撮影日、読影日、読影した健診放射線科医及び健診医の氏名を正確に記載する。 

 

 以前に撮影された胸部レントゲン写真がある場合には、健診放射線科医は、今回撮影された胸

部レントゲン写真と比較読影する。 

 

 健診放射線科医と健診医との間で胸部レントゲン写真の所見の有無について合意が得られない

場合には、まず、健診医が 1 次読影者である健診放射線科医と話し合う。その場合、健診放射

線科医は、必要に応じて所見の有無についての訂正を行う。その後、健診医の意見内容を備考

欄に記載した上で、健診放射線科医の読影結果を報告書に記載する。 
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 まれな事例として、健診放射線科医との話し合いの後にも健診医が健診放射線科医の読影内容

について疑義を有する場合、健診医は、IOM Teleradiology Quality Control Center の放射線科医に

セカンドオピニオンを求める。IOM Teleradiology Quality Control Center の放射線科医は、問題と

なっている胸部レントゲン写真を読影し、健診医の懸念点を考慮した上で意見を述べる。可能

な場合、健診放射線科医がこの再読影過程に参与する。健診放射線科医との合意が得られない

場合や健診放射線科医がこの再読影過程に参与しない場合にも、IOM Teleradiology Quality 

Control Center の放射線科医による読影結果を最終的な読影結果として、健診医の意見内容を備

考欄に記載した上、報告書に記載する。 

 

 その後、IOM Teleradiology Quality Control Center の放射線科医と健診医及び健診放射線科医は、

必要に応じて、この胸部レントゲン写真の再読影過程について話し合う機会を持つ。 

 

 症状がある場合、あるいは胸部レントゲン写真で、活動性肺結核又は陳旧性肺結核を疑う所見

を認めた場合、健診医は結核非発病証明書を発行せず、喀痰検査の実施を指示する（詳細は資

料 I 及び E を参照）。 

 

 喀痰検査を必要とする活動性肺結核又は陳旧性肺結核を疑う所見とは、 

I. 資料 I における胸部レントゲン写真の読影結果の記載における所見 A・B、又は 

II. 問診・身体検査より肺結核を疑う所見や症状（出現期間は問わない）を呈している場合

に、上記資料 I における所見 C、又は 

III. 問診・身体検査より肺結核を疑う所見や典型的な症状（出現期間は問わないが 2 週間以上

続く咳など）を呈している場合に、上記資料 I における所見 D。 

胸部レントゲン写真において異常陰影が認められなくても、問診・身体検査より肺結核を 

疑う所見や症状が認められた場合には、健診医は喀痰検査の実施を指示することができる。 

 

 問診・身体検査より肺結核を疑う所見や症状が認められず、また胸部レントゲン写真において

活動性肺結核又は陳旧性肺結核を疑う所見が認められない場合は、健診医は結核非発病証明書

を発行する。 

 

 健診医が、問診、身体検査又は胸部レントゲン写真で得られた所見から、専門医による早急な

精密検査や治療が必要と思われる疾患を疑う場合は、申請者への説明や申請者を適切な医療機

関に紹介するなどの対応を行い、健診の過程を一時保留とすることができる。専門医による診

療が終わり、健診を再開した後に、活動性結核が否定された際には結核非発病証明書を発行す

る。 
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 健診医は、専門医の診療結果が判明後に健診の過程を再開する場合は以下の事項について記録

しておく。 

（1）胸部レントゲン写真上の所見から疑った結核以外の診断名 

（2）診療の結果として判明した診断名、治療が行われた場合はその内容 

（3）喀痰結核菌検査実施の有無、実施した場合はその結果 

 

 健診医は申請者の胸部レントゲン電子画像データを CD-ROM に保存して、「胸部レントゲン検

査報告書」（資料 Jを参照）を印刷し、結核非発病証明書とともに健診終了時に申請者に渡す。 

 

 健診医は申請者の胸部レントゲン電子画像データを Integrating the Healthcare Enterprise（IHE）1

による Portable Data for Imaging（PDI）様式に則した DICOM 形式で CD-ROM に保存する。

1 https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#radiology 
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 第 7 章 喀痰結核菌検査 

 

 活動性結核診断のための検査は、少なくとも塗抹検査と結核菌の培養検査を実施している検査

機関のみで実施する。 

 

 活動性結核診断のための喀痰検査は、原則、連続する営業日 3 日間の各日に採取された 3 検体

（早朝採取）を対象に実施する。ただし、申請者が健診医療機関を訪問した初日に、スポット

検体として最初の 1 つの喀痰検体を採取して提出しても構わない。 

 

 営業日 3 日間は週末を挟んでも構わない。 

 

 喀痰検査を実施した申請者に対しては、3 検体の培養検査結果がいずれも陽性でなかった場合

にのみ、結核非発病証明書を発行する。 

 

 健診医は、いずれかの喀痰検査結果が陽性であった場合、又は他の情報により活動性結核を強

く疑う場合には、申請者に対して、速やかに健診医療機関で結核の治療を開始するか、結核医

療機関を紹介する。 

 

1） 喀痰の採取について 

 健診医は、健診医療機関又は検査機関において申請者から喀痰を採取する。それ以外の場所

（申請者の自宅など）で採取された喀痰は検体としては認めない。 

 

 健診医が当該手続きを看護師や他の職員に行わせる場合、喀痰採取の場所を問わず、健診医が

その過程において責任を負う。 

 

 喀痰の採取は、胸部レントゲン検査後 7 日以内に開始する。開始後 7 日以内に 3 検体採取が開

始できなかった場合、8日目から新たに 3検体の採取をやり直すことができる。さらに 7日以内

に 3 検体の採取ができなかった場合、申請者は結核非発病証明書が発行される権利を放棄した

とみなす。 

 

 健診医療機関において採取された喀痰は、安全に、速やかに、かつ適切に（高温にさらされな

いように、又は凍結させないように）検査機関に運搬する。申請者自身が喀痰を検査機関に運     

搬してはならない。 

 

 全ての検体は、収集後 4時間以内に検査機関に到着しなければならない。採取された喀痰の運

搬が 1 時間以上かかる場合には、喀痰を冷蔵保存し（4～10℃、冷凍はしない）、喀痰採取後 24 

時間以内に検査機関へ運搬しなければならない。 



21 

 

 

 例外的状況として、もしも検体の運送に 24時間以上かかる場合、検体は温度を監視しながら冷

蔵（4～10℃、ただし、冷凍はしない）し、可能な限り速やかに検査機関に運送しなければな

らない。 

 

 喀痰が検査機関に搬入された後、24時間以内に必要な検査を開始すること。 

 

 喀痰の提出が必要な申請者が、喀痰を排出することが困難な場合、高張食塩水による誘発喀痰

の採取や早朝空腹時胃液の採取などの方法を試みる。喀痰の提出が必要な申請者が喀痰を提出

できない場合、活動性結核の非発病を示せないため、結核非発病証明書は発行されない。 

 

 その他詳細は資料 E を参照する。 

 

2） 検査の実施について 

 検査機関は、結核菌検査に関する精度保証（quality assurance, QA)活動  を、WHOガイドライン

（“Practical manual on tuberculosis laboratory strengthening, 2022 update”)2に従って実施しなければ

ならない（p55-64, p120-140)。検査機関は、各検査の精度指標（p120-132）を定期的に監視

し、精度管理（quality control）と外部精度評価（external quality assessment, EQA)を実施しなけ

ればならない。 

 

 塗抹検査と薬剤感受性検査双方の外部精度評価は必須である。 

 

 検査機関は、検査に関する全ての標準業務手順書（SOP)を CJPQA に提出しなければならない。 

 

 JPETS の塗抹検査と培養検査は同じ検査機関で実施し、各検査の精度を毎月監視しなければな

らない。 

 

 薬剤感受性検査（DST)は、塗抹検査や培養検査を行う検査機関とは別の検査機関に委託可能で

ある。  

 

 検査機関は、提出された全ての喀痰検体に対して、蛍光法又はチール・ニールゼン法による抗

酸菌塗抹検査を実施する。また、検査機関は提出された全ての喀痰検体に対して、液体培地又

は固形培地による抗酸菌培養検査及び結核菌同定検査を、最低限でも結核菌群同定レベルまで、

実施する。さらに 1 検体に対して Xpert® MTB/RIF、 Xpert® MTB/RIF Ultra 又は TB-LAMP のよ

うな WHO推奨 NAATsを追加して実施することが推奨される。 

 

__________________________ 

2 https://www.who.int/publications/i/item/9789240061507 
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 WHO推奨 NAATs は、喀痰の 3 検体の塗抹と培養検査の代替とすることはできない。 

 

 塗抹検査はガイドライン（Mycobacteriology Laboratory Manual）3 に従って実施する。塗抹検出菌数

記載法の詳細については、資料 E を参照する。 

 

 検査機関は、より早期に陽性と判明した場合を除いて、液体培地では少なくとも 6 週間、固形

培地では 8 週間培養検査を行う。培養検査の結果が判明した場合、速やかにその結果を健診医

に連絡する。 

 

 培養検査で陽性となった菌が結核菌と判明した場合は、WHO ガイドラインに従って抗結核薬

剤感受性検査を実施する。抗結核薬のいずれかに耐性を有することが判明した場合には、検査

機関は直ちにその旨を健診医に連絡し、健診医は、速やかに結核医療機関の担当医師に連絡す

る。（第 8 章を参照） 

 

 抗結核薬剤感受性検査は、少なくともイソニアジド（INH）とリファンピシン（RIF）とを実施

し、INH又は RIF で耐性結果が得られた場合には、少なくともいずれかのフルオロキノロン

（レボフロキサシンもしくはモキシフロキサシンなど）を実施する。日本政府は要請しない

が、その他の薬剤感受性試験についても、国家結核対策ガイドラインに基づいて必要に応じて

実施を検討する。 

  

 健診医は、結核治療を実施する主治医から、国家結核対策ガイドラインに基づいて実施される

全ての抗結核薬剤感受性試験結果について情報収集し、J-IMS に入力する。 

 

 培養検査の結果が判定不能（一般細菌汚染など）であった場合や、喀痰塗抹検査又は WHO 推

奨 NAATs の結果と培養結果が一致しない場合については、第 8 章を参照する。 

 

 

 

 

__________________________ 
3https://npin.cdc.gov/publication/mycobacteriology-laboratory-manual 
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第 8 章 健診結果後の流れ 

 

 申請者が健診を拒否した場合には、結核非発病証明書は発行されない。 

 

5 歳未満の小児： 

1）  TST/IGRA の結果が陰性だった場合： 

 健診医は結核非発病証明書を発行し、申請者に渡す。申請者はそれをもって、在留資格認定証

明書又は査証の申請手続きを進める。 

 

2） TST/IGRA の結果は判定保留あるいは判定不能だったが、その後の胸部レントゲン検査におい

て活動性結核あるいは陳旧性結核を疑う異常陰影が認められなかった場合： 

 健診医は結核非発病証明書を発行し、申請者に渡す。さらに胸部レントゲン写真を保存した

CD-ROM 及び「胸部レントゲン検査報告書」（資料 J を参照）を申請者に渡す。申請者はそれ

をもって、在留資格認定証明書又は査証の申請手続きを進める。 

 

3） TST/IGRA の結果は陽性だったが、その後の胸部レントゲン検査において活動性結核あるいは

陳旧性結核を疑う異常陰影が認められなかった場合： 

 健診医は結核非発病証明書を発行し、申請者に渡す。さらに胸部レントゲン写真を保存した

CD-ROM 及び「胸部レントゲン検査報告書」（資料 J を参照）を申請者に渡す。申請者はそれ

をもって、在留資格認定証明書又は査証の申請手続きを進める。 

 

 健診医は、TST 又は IGRA の結果が陽性であった申請者の結核発病リスク（過去 2 年以内の家

族内結核患者との接触歴や過去 6 か月以内の免疫不全状態など）の有無について確認し、更な

る評価と必要なケアの提供のため、その小児を結核医療機関に紹介するべきか否かについて決

定する。 

 

 健診医がその小児を結核医療機関に紹介する必要があると判断した場合、健診医は申請者、及

びその保護者に対して、潜在性結核感染症に関する適切な患者教育と情報提供を行い、WHO

による結核診断・治療ガイドラインや当該国の結核診療ガイドラインなどに基づき、品質が保

証された検査試薬・機器や抗結核薬を使用して潜在性結核感染症の診断及び治療を提供できる

医療機関に紹介する。 

 

 健診医は、当該小児が他の結核医療機関に紹介された後も、可能な範囲で以下の情報を収集す

る：潜在性結核感染症の治療開始の有無、治療内容、治療期間。 
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4） 活動性結核と診断された場合： 

 結核非発病証明書は発行されない。結核と診断された 15 歳以上の申請者と同様の対応とな

る。以下を参照。 

 

その他全ての申請者： 

1） 全ての培養検査結果が陰性の場合: 

 健診医又は主治医は、申請者が活動性結核ではないと慎重に判断する。健診医は、結核非発病

証明書を発行する。 

 

2） 喀痰検査を実施した 3 検体全てにおいて培養検査の結果が判定不能（一般細菌による汚染など）

であった場合： 

 喀痰 3 検体を再度採取、提出させ、検査を行う。ただし、この場合に申請者に追加の費用を課

してはならない。 

 

3） 喀痰検査を実施した 3 検体における培養検査の結果が陰性と判定不能（一般細菌による汚染な

ど）の組み合わせ、および／または NTM であった場合： 

 健診医又は主治医は、慎重な判断の結果、申請者が活動性結核ではないと判断した場合、結核

非発病証明書を発行する。 

 

4） 問診・身体検査又は胸部レントゲン写真によって活動性結核が疑われるにもかかわらず、喀痰

検査が全て陰性の場合： 

 健診医は、必要な説明を行った上で「他医療機関へ結核患者を紹介する際の医療情報提供書」

（資料 K を参照）を作成し、申請者に渡す。この場合、結核非発病証明書の発行はせず、健診

の過程は一時保留とする。健診医療機関は、結核医療機関から活動性結核ではないとの診療結

果情報を授受した場合は、健診の過程を再開することができる。診療結果情報は、結核医療機

関から直接入手し、申請者が持参したものは受け付けない。 

 

5） 問診・身体検査、胸部レントゲン写真又は喀痰検査によって活動性結核と診断された場合： 

 結核非発病証明書の発行はせず、健診医は、申請者が直ちに結核の治療を始める必要があるこ

とについて明確に伝え、健診医療機関で治療を開始するか、あるいは結核医療機関に紹介しな

ければならない。 

 

 申請者が健診医療機関以外で結核の治療を開始することに同意した場合、健診医は、申請者の

培養検査結果、及び感受性検査について検査機関から報告があった場合には、このことを結核

の治療を実施する結核医療機関に遅滞なく通告する。 

 

 健診医又は結核医療機関が、その地域又は国の結核対策関連機関に各国の結核対策ガイドライ

ンに沿って、活動性結核患者として届け出を行う。 
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 健診医療機関は、他の結核医療機関において実施される結核治療の質について責任は負わな

い。しかし、申請者の結核治療がどこで行われようと、健診医は申請者の結核治療のモニタリ

ングを行い、可能な限り、治療開始日、治療内容、治療成績などを含む治療情報を収集するよ

う努める。 

 

 申請者が他の結核医療機関で治療を開始した際には、健診医は結核医療機関から上記の治療に

関する情報提供を求め、治療が完了した際には「結核治療終了報告書」（資料 F を参照）の提

出を要請しなければならない。 

 

 申請者が結核治療終了直後から健診の再開を求める場合、健診医は「結核治療終了報告書」

（資料 F を参照）から適切な治療が完了したことを確認しなければならない。 

 

 申請者が肺結核の治療完了後に健診の再開を求める場合、健診医は治療完了から 30 日以内 

に、連続する 2 営業日の各日に採取（早朝採取）した 2 つの喀痰検体の培養陰性結果をもっ

て、治療が完了したことを確認しなければならない。最初の喀痰採取は、申請者が受診した日

に採取することが可能である。喀痰は指定検査機関に提出されなければいけない。 

 

 肺外結核の治療終了は、治療を担当した医師の判断によるものとする。 

 

• 申請者は、健診医が結核治療の完了を確認した後、初回申請時と同一の健診医療機関におい

て、健診手続きを再開することができる。健診手続きの再開は、以前の健診受診日から 6か月

目より後とし、必要な費用負担は申請者が行う。例外的な措置として、以前に受診した健診医

療機関が結核健診を実施していない場合には、申請者は、他の健診医療機関を受診することが

できる。その際、健診を再開する健診医療機関は、健診医療機関が変更された旨を CJPQAに報

告し、承認を得なければならない。 

 

 健診医及び健診放射線医は、前回撮影された胸部レントゲン写真と再申請時に撮影されたもの

との比較読影や、問診・身体検査の所見を考慮する。 

 

 申請者が活動性結核を発病していないと判断した場合、つまり、胸部 X 線画像で進行所見がな

く、問診及び身体検査で重大な所見がなかったと判断した場合、健診医は結核非発病証明書を

発行することができる。判断できない場合、健診医は申請書に対して別の 3 つの喀痰検査を再

度実施する（第 7 章を参照）。 

 

 健診医は、結核治療終了後に健診を再開した申請者については、「結核治療歴に関する情報提

供書」（資料 G を参照）を発行し、結核非発病証明書とともに申請者に渡す。 

 

 健診医は、結核非発病証明書を紙媒体と電子媒体で発行する（第 2 章を参照）。 
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第 9 章 結核非発病証明書の有効期間 

 

結核非発病証明書は、胸部レントゲン検査の実施日より 180日間有効とする。 

 

申請者が活動性結核ではないと判断された場合において、次の条件に合致する者に発行する結核非

発病証明書の有効期間は 180 日間ではなく 90日間有効とする。 

1） 申請者の同居者に、胸部レントゲン検査日から遡って 2 か月以内に感染性の活動性肺結核と診

断された者がいる場合。 

2） 胸部レントゲン検査日から 2 か月以内に感染性の活動性肺結核と診断された者と、密閉された

同じ空間、住居、その他の囲まれた環境を長期間（数日間以上）共有していた者。 

 

謝辞 

本手引きは、英国公衆衛生庁の“UK Tuberculosis Technical Instructions（UKTBTI）, September 2013, 

Version 6及び March 2019, Version 7”を参考にして日本政府が作成したものである。作成にあたって

は、国際移住機関（International Organization for Migration, IOM）からの助言も参考にした。 
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資料 A. 健診医療機関の運営体制 

 入国前結核健診の実施機関となることを希望する医療機関は、日本政府から健診医療機関とし

ての指定を受けることが必要である。これに際して、健診医、健診放射線科医、検査機関を

CJPQAに登録する。登録内容を変更・更新する場合には、CJPQAに速やかに届け出る。 

 

 健診医療機関は本手引きに沿って日本入国前結核健診を実施する。健診医療機関及び検査機関

において、日本入国前結核健診事業に関わる、健診医、放射線科医、放射線技師、臨床検査技

師及び事務員などの全ての職員は常に本手引きの最新版内容を熟知しておく。 

 

 健診医療機関が登録する健診医は、当該国の法律に基づく有効な医師免許を有し、結核の診断

に十分な経験を有していること（5年以上従事していることが望ましい）。 

 

 健診医療機関が登録する健診放射線科医は、当該国の法律に基づく有効な医師免許を有し、胸

部レントゲン写真の読影に関する十分な経験を有していること。 

 

 放射線技師及び臨床検査技師は、当該国の法律に基づき、有効な資格を有し、胸部レントゲン

検査及び臨床検査についての十分な経験を有していること。 

 

 健診医療機関及び検査機関において、日本入国前結核健診事業に関わる、健診医、放射線科

医、放射線技師、臨床検査技師及び事務員などの全ての職員は利益相反関連事項があってはな

らない。日本入国前結核健診に関わっている期間中に利益相反が生じた場合には、CJPQA を介

して日本政府に速やかに届け出る。 

 

 健診医療機関及び検査機関において、日本入国前結核健診事業に関わる、健診医、放射線科

医、放射線技師、臨床検査技師及び事務員などの全ての職員は申請者の個人情報を適正に取り

扱うこと。 

 

 健診医療機関が登録する検査機関は、日本政府の承認した外部精度保証を受審していること。 

 

 結核医療機関は、WHO による結核の診断及び治療ガイドラインや当該国の結核の診断及び診

療ガイドラインなどに基づき、品質が保証された検査試薬・機器や抗結核薬を使用して結核の

診断及び治療を実施する医療機関であること。 

 

 健診医は、当該国における服務規程を遵守する。 

 

 健診医は、当該国における保健医療サービスに関わる規則を遵守する。 
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 健診医は、健診医以外が実施する内容（例：菌検査）も含めて、申請者の身元確認及び入国前

結核健診の全ての過程において責任を負う。 

 

 健診医療機関及び検査機関は、求められた際には監査に協力し、日本政府又は CJPQA に対して

入国前結核健診の評価やモニタリングに必要な情報（例：診察記録、胸部レントゲン写真、検

査の精度指標（WHO ガイドライン“Practical manual on tuberculosis laboratory strengthening, 2022 

update” 2  Annex 2, p120-132）を含む検査結果など）、入国後に申請者に連絡を取るために必要な

情報（パスポートや身分証明書の番号など）を提出する。 

 

 健診医療機関は、健診実施日から 5 年間は胸部レントゲン写真の電子情報、診察記録、同意

書、検査結果、要治療者の紹介状、治療の詳細と結果を保管し、日本政府また関係当局に求め

られた際には提出する。 

 

 健診医は胸部レントゲン検査を行った全ての申請者に対して、胸部レントゲン写真の電子画像

データを CD-ROM に保存し、「胸部レントゲン検査報告書」（資料 J）や結核非発病証明書とと

もに、申請者に渡す。 

 

 健診医は全ての申請者に対して、「入国前結核健診結果に関する情報提供書」（資料 D）を結核

非発病証明書とともに渡す。 

 

 健診医は、初回健診の結果、結核と診断され、結核治療を完了した後に健診を再開、終了した

全ての申請者に対して、「結核治療歴に関する情報提供書」（資料 G ）を結核非発病証明書とと

もに、申請者に渡す。 

 

 日本政府又は CJPQA は入国前結核健診を実施する健診医療機関及び登録された検査機関や結核

医療機関に対して、提出された健診情報の審査や、訪問による健診の過程の監査を行い、評価

することができる。日本政府は監査及び評価の結果に基づいて健診医療機関に対する指導を行

い、必要と判断した場合には、登録された健診医・放射線科医・放射線技師・臨床検査技師・

検査機関などを登録から除外することを求めることができる。 

 

 日本政府は、監査及び評価を行い、改善を要する項目があった場合には、健診医療機関に対し

改善要請を行う。健診医療機関が改善に応じない、または、偽造等の不正が発覚した場合は指

定を取り消すことができる。 

 

 

__________________________ 

2 https://www.who.int/publications/i/item/9789240061507 
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 指定健診医療機関が指定を取り消された場合は、受診窓口やウェブサイト等で公示している指 

定健診医療機関としての標榜を速やかに取り下げること。また、既に予約の入っている申請者

に遅滞なく連絡するとともに、別の指定健診医療機関へ取り次ぐ等の対応を行うこと。 

 

費用について 

 申請者は入国前結核健診に関わる費用（事務管理、問診、身体検査、胸部レントゲン検査、喀

痰検査、TST/IGRA 検査、胸部レントゲン検査報告書、胸部レントゲン写真の電子画像データ

が保存された CD-ROM、結核非発病証明書の発行手数料を含むが、それらに限らない）を負担

する。 

 

 申請者の上記自己負担内容に、結核医療機関における活動性結核又は潜在性結核感染症の治療

費は含まれない。 

 

 追加料金の支払いが必要な場合、申請者は追加の検査を拒否する可能性がある。このため、問

診、身体検査、不確定な結果による再検査を含む TST または IGRA、追加の異なる見解を含む

胸部レントゲン検査、不確定な結果による再検査を含む喀痰検査など、この手引きに記載され

ている全ての要素を含むべき入国前結核健診の料金は、申請者の年齢カテゴリー別（5 歳未

満、5 歳以上）に設定すること。2 つの年齢カテゴリーで費用が異なる場合があるが、同一年齢

カテゴリー内では全ての検査手続きは同額であること。 

 

 入国前結核健診に関わる諸料金は、当該国の同様の診察・検査や情報提供にかかる料金と同等

であること。 

 

 入国前結核健診に関わる諸料金は、日本政府に通知し、受診しようとする者が知ることができ

るように、健診医療機関の受診窓口やウェブサイトなどに公示する。また費用に変更があった

場合も直ちに CJPQA を介して日本政府へ通知し、健診医療機関の受診窓口やウェブサイトなど

に公示すること。 

 

 同一国内の健診医療機関に比して、費用が著しく高額であると日本政府が判断した場合は、是

正を求めることがある。特段の事情がない限り、日本政府の是正要請に応じること。 
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資料 B．結核非発病証明書 

 

J-IMS により発行された結核非発病証明書以外は認めない。 

 

結核非発病証明書に記載される事項： 

1) 証明書番号 

2) 申請者の顔写真 

3) 申請者氏名（フルネーム） 

4) 申請者生年月日 

5) 申請者性別 

6) 申請者国籍 

7)   パスポート番号、有効期限、発行国 

8)「申請者に関する上記全項目が真実であることを証明します。」のチェックボックス 

9)「申請者が入国前結核健診を受診し、その結果、活動性結核が診断されなかったことを証明しま

す。」のチェックボックス 

10) 指定医療機関名 

11) 指定医療機関 ID 

12) 健診医氏名 

13) 健診医署名 

14) 結核非発病証明書発行日 

15) 結核非発病証明書有効期限 

16) 重要なお知らせ：この結核非発病証明書は、外交目的の渡航時又は地方入国管理局に、日本への

在留資格認定証明書又は査証のための申請書と一緒に提出する必要があります。この証明書には在

留資格認定証明書あるいは査証に関連する情報が含まれており、健康診断の結果でもあなたの健康

を保障するものでもありません。またこの証明書の発行は、在留資格認定証明書又は査証の取得を

約束するものではありません。
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資料 C: 同意書 
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資料 D．入国前結核健診結果に関する情報提供書 
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資料 E. 喀痰採取の手順 

実施準備 

• 申請者の身元確認 

 

• 剥がせないラベルを用いた喀痰容器に身元確認番号などの記載 

 

• 申請者に対する喀痰採取法の説明 

 

• 使い捨て機材の適切な使用 

 

 医療廃棄物の安全な保管と廃棄 

 

 

喀痰採取 

• 採取量は検査に十分な量（目安として 4ml以上）であること。 

 

• 採取日の早朝の時間に採取することが望ましい。 

 

• 連日、各々少なくとも 24 時間の間をおいて必ず 3 つの検体を採取する。3 つの検体のうち最初 

の検体採取は、健診医が申請者に喀痰提出を指示した日に、健診医療機関が指定する検査機関

において、喀痰採取の指導の下で採取することが可能である。 

 

• 健診医療機関もしくは検査機関において、喀痰採取の指導を受けて採取する。喀痰収集に 

スクリューキャップ付容器を使用する。 

 

• 他者への感染が起こらない安全な環境下で喀痰を採取し、申請者の自宅等での採取は認めな 

い。 

 

• 申請者は、喀痰採取前に清浄水で口をゆすぐ。採取された喀痰の性状と量とを調べ、唾液のみ 

ではないことを確認する。 

 

• 喀痰容器回収後、唾液のみであることが確認された場合、検査に回さないで廃棄する場合があ 

る。この場合、申請者は次の日に再度喀痰を提出しなければならない。 

 

• 申請者は、3回ゆっくりと深呼吸を行い、4回目の深呼吸時に腹部や喉の上部だけでなく、腹筋 

を使い一気に咳をして喀痰を排出する必要がある。 
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• 喀痰を採取する職員は、申請者が指示されたとおりに、胸式呼吸や喉からではなく腹式呼吸に 

よって喀痰を排出しようとしているかを確認し、指示に従っていない場合や腹式呼吸ができな 

い場合には、次の日に再度喀痰採取のために来るように指導する。 

 

• 申請者は、鼻腔粘液を喀痰として提出してはいけない。 

 

• 複数の喀痰検体をためて検査してはならない。 

 

誘発及び吸引痰 

• 喀痰排出が困難な場合、喀痰の排出に続いて、超音波ネブライザーによる滅菌高張食塩水（3 

～6％食塩水）を用いる誘発及び吸引痰採取法がある。3歳以上の小児にもこの方法が利用でき 

る。 

 

• 胃液採取法は、全ての年齢層に適用可能であり、特に喀痰採取が困難な小児に適用することが 

可能である。 

 

採取後の喀痰の取り扱い 

• 喀痰を採取する職員は、業務中は常に、サージカルマスクではなく N95マスクを装着し、適切 

な手袋を使用する。 

 

• 採取した喀痰を検査機関に搬入する時には、喀痰は密閉する蓋がついているプラスチックまた 

はポリスチレン製の保冷箱を使用する。 

 

• 検査機関が喀痰採取場所と同じ敷地内にある場合、全ての検体は採取後 4時間以内にその検査 

機関に到着する必要がある。喀痰検体を 1 時間以内に検査機関へ送ることができない場合は、 

冷蔵保存する必要がある（4～10℃、冷凍はしない。） 

 

• 採取した喀痰を別の施設の検査機関に輸送する場合には、検体採取後 24時間以内にできるだけ 

早く、保冷剤を入れた保冷容器に入れて検査機関へ輸送しなければならない。異なる日に採取 

した喀痰検体を一緒に輸送しないこと。喀痰検体は、月曜日から木曜日（それが難しい場合は 

金曜日）までに採取し、週末に保管せず週日期間中に輸送すること。 

 

• 例外的に、検体採取後 24 時間以上輸送に時間がかかる場合は、検体を温度監視しながら冷蔵 

（4～10℃、冷凍はしない）し、できる限り早く検査機関に輸送すること。 
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• 採取した喀痰はラックに入れ、内容物が漏れ出ないようにする。また、高温にさらされないよ 

うにする。喀痰検体は冷凍しない。 

 

• 検査機関は、検体を受け取ってから 24時間以内に処理し、検査すること。 

 

感染防御策 

• 喀痰採取は換気の良い屋外で実施することが望ましい。その場所は、申請者のプライバシー 

保護のためにも、外部から見えないように整備すべきである。 

 

• 喀痰採取待合室は、採取場所から離れたところに設置し、申請者が待っている間に喀痰採取法 

について理解できるように工夫する。 

 

• 喀痰採取業務を担当している職員は、サージカルマスクではなく N95マスクを装着し、検体を 

取り扱う時には適切な手袋を使用する。 

 

• 屋内での喀痰採取は、1時間あたり 12～18 回の換気が設定されている陰圧室内で行う。陰圧室 

内の換気状況は、毎日少なくとも 1回は、ティッシュペーパーを入り口にかざして 45度に傾い 

てなびくことで確認する。 

 

• 喀痰採取場所の消毒には、フェノール又はアルコールの消毒液を用いる。 

 

• 紫外線灯を使用可能であるが、塵の蓄積を防ぐためにランプを週に 1回清掃し、波長は 254nm 

とすること。紫外線灯は毎週 1回清掃が必要であり、業務終了後 1時間点灯する。紫外線は、照 

射される表面のみ消毒することから、紫外線が届くように、喀痰採取場所には、可能な限り物 

を置かないように工夫する。紫外線灯の交換は、機材毎に指定された頻度で実施する。 

 

喀痰検体の取り扱い 

• 塗抹検査と培養検査は、同じ検査室で実施すること。 

 

• 結核菌検査の精度保証(QA)活動は、WHO ガイドライン（“Practical manual on tuberculosis 

laboratory strengthening, 2022 update”, pp.55-64 および pp.120-140）2に従って実施すること。塗抹

検査、培養検査、薬剤感受性検査、IGRA 及び核酸増幅試験を実施している場合は、全ての検

査の精度を毎月監視すること。 

 

__________________________ 

2 https://www.who.int/publications/i/item/9789240061507 
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 喀痰検体は、塗抹検査を実施する前に遠心分離すること。ガイドライン （“Mycobacteriology 

Laboratory Manual”）3に従って、N-アセチル L-システイン - 水酸化ナトリウム [NALC-NaOH] を

使用した標準的な前処理を行うこと。 

 

 塗抹検査結果は下記の判定表（WHO ガイドラインより一部改定）を用いて記載する

（ LABORATORY DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS BY SPUTUM MICROSCOPY: THE 

HANDBOOK）4。 

Table: AFB smear reading （modified WHO guideline） 

*Confirmation required by another technician or prepare another smear with Ziehl-Neelsen stain and read 

 

• 液体培地は少なくとも 6週間、固形培地は 8週間、適切な条件で培養する。 

 

• 喀痰培養検査は、液体培地と固形培地を併用して実施することが望ましい。固形培地のみを使

用する場合は、各検体に 2つの固形培地チューブを使用しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
3https://npin.cdc.gov/publication/mycobacteriology-laboratory-manual 
4https://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/tb%20microscopy%20handbook_final.pdf 

 

 (x200)  (x400)

0 AFB/ 100 field 0 AFB/ One length 0 AFB/ One length Negative

1-4 AFB/ One length 1-2 AFB/ One length Confirmation required*

1-9 AFB/ 100 field 5-49 AFB/ One length 3-24 AFB/ One length Scanty

10-99 AFB/ 100 field 3-24 AFB/ One field 1-6 AFB/ One field 1+

1-10 AFB/ One field, check 50 fields 25-250 AFB/ One field 7-60 AFB/ One field 2+

>10 AFB/ One field, check 20 fields >250 AFB/ One field >60 AFB/ One field 3+

Report
Fluorescence Microscopy

Brightfield Microscopy (x1000)
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• 喀痰培養検査の液体培地と固形培地の組み合わせは、下記 3通りのうちのいずれかが望まし

い。 

⮚ 全ての喀痰検体について、液体培地 1 本と固形培地 1 又は 2 本を使用する（合計液体

培地 3 本＋固形培地 3 又は 6 本）。 

⮚ 3 つの検体（1番目・2 番目・3 番目）のうち、いずれかの 2喀痰検体に液体培地 1 本

ずつ、他の 1 つの喀痰検体に固形培地 2 本を使用する（合計液体培地 2 本＋固形培地

2 本）。 

⮚ 3 つの検体（1番目・2 番目・3 番目）のうち、いずれかの 1喀痰検体に液体培地 1

本、他の 2つの喀痰検体に固形培地 2 本ずつを使用する（合計液体培地 1本＋固形培

地 4 本）。 

 

• 喀痰培養検査の液体培地と固形培地の組み合わせは、下記 2通りのうちのいずれかでも可能で

ある。 

⮚ 全ての検体について固形培地 2 本ずつ使用する（合計固形培地 6 本）。 

⮚ 全ての検体を液体培地 1本ずつ使用する（合計液体培地 3 本）。 
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資料 F．結核治療終了報告書 
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資料 G．結核治療歴に関する情報提供書 
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資料 H．胸部レントゲン検査の手順 

1.撮影法 

• 心陰影拡大を抑制するため、胸部レントゲンは、胸部正面後前方向（PA）により撮影する必要

がある。正しく露光されたフィルムに、被写体の第 1～第 4 胸椎を肋骨と共に鮮明に認め、残

りの椎骨は心陰影の後ろに鮮明に認められる条件で行う必要がある。 

 

• 最大吸気時に撮影する。 

 

• 肋骨横隔膜角が写真に含まれ、左右両肺尖部が鎖骨の影響が出ないようにはっきりと撮影され

るようにする。 

 

• 被写体が斜めになったり、肩甲骨が肺野に重なったりしないように姿勢を調節する。 

 

• レントゲン線発生器からフィルムまでの距離は 140～200cm に設定する。 

 

• 被写体以外のものが写真に含まれないように注意する。 

 

2.他の撮影条件 

• 肺尖部撮影や側臥位撮影などを必要に応じて追加する。 

 

• 胸部正面、後前方向（PA）による胸部レントゲン撮影ができない場合には、前後方向（AP）

による撮影で代用することができる。 

 

• 15 歳未満の小児には、後前方向（PA）に追加して側面（右左方向）撮影を行う。 

 

3.被曝の危険軽減措置 

 全被検者における鉛保護シールド、及び小児と妊婦に対しては二重の鉛保護シールドを適切

に使用させる。 

 

• 適切なレントゲン線照射範囲に絞る。 

 

• 不要なレントゲン写真の再撮影を避ける。 

 

4. 胸部レントゲン写真の識別情報 

• 胸部レントゲン写真の識別情報（氏名、健診医療機関名、撮影日（西暦）、左右マーカーなど）

が英語で写真データに記載されるようにする。 

 



47 

 

5. 女性への配慮 

• 健診医は、全ての妊娠の可能性のある女性に対しては、適切な放射線防護がなされている旨を

説明するとともに、不要な被曝を避けるように努める。妊婦における注意点については第 3章 

「2）健診申請者の区分と健診の内容」の項を参照する。 

 

6. 小児への配慮 

• 小児への被曝は最小限となるように努め、照射野の大きさは胸部のみを含む大きさとし、放射

線防護衣を適切に着用させる。 

 

7. 評価 

• 健診医療機関で撮影される胸部レントゲン写真は、IOM Teleradiology Quality Control Center が

実施する標準的方法に基づいて、精度評価が実施されなければならない。 

 

8. その他の留意点 

• 放射線防護衣は適切に使用する。 

 

• 申請者のプライバシー保護に努める。 

 

• 貴重品の紛失がないように、持ち物の適切な管理がなされるように整備する。 

 

• 胸部レントゲン写真はデジタル撮影し、写真データを電子的に管理する。 
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資料 I．胸部レントゲン写真の読影 

 

1. 胸部レントゲン写真の性状確認 

 

• 胸部レントゲン写真の識別情報（氏名、健診医療機関名、撮影日（西暦）、左右マーカーな

ど）が英語で写真データに記載されるようにする。 

 

• 正面・後前方向（PA）撮影で、肺野と陰影が重なる部位（心陰影部、肺尖部、肋骨横隔膜角

部、肺門部、気管周囲、横隔膜下など）の読影について、特に注意する。 

 

• 下肺野における腫瘤陰影は、乳頭との鑑別が困難なことがある。そのような場合には、乳頭マ

ーカーを利用して再撮影するとよい。 

 

2. 胸部レントゲン写真を読影する放射線科医に求められる事項 

• 胸部レントゲン写真を読影する健診放射線科医は、日付、検査場所、氏名、読影所見、追加し

て必要と考えられる検査などについて、健診放射線科医の名前とともに正確に除去不能な方

法で記載又は印字する。 

 

• デジタル写真で読影の際は、高解像度写真診断用モニタ（2MP 以上、およそ 21 インチ以上、

かつ 350cd/m2以上の最大光度を有するもの）使用する。 

 

• 健診放射線科医は、胸部レントゲン写真で何らかの異常陰影を認めた場合には、その異常所見

に関する可能な解釈と何らかの疾患の可能性について記載し、追加して実施すべきことにつ

いても記載する。 

 

• パネルクリニックの健診放射線科医が実施する読影を一次読影と呼ぶ。健診放射線科医は、所

見とその解釈について二次読影を実施する健診医に共有する。また健診放射科医は、活動性

の結核を疑う所見などの重要な所見を認めた場合には、速やかにその旨を健診医に連絡す

る。 

 

• 健診放射線科医が不在等で一次読影が困難となるパネルクリニックは、外部機関の放射線科医

に一次読影を依頼することも可能である。 
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• 一次読影の結果を踏まえ、パネルクリニックの健診医が実施する読影を二次読影と呼ぶ。健

診医は放射線科医の読影結果を確認し、「同意」又は「不同意」のどちらかを選択する。

「不同意」の場合は、確定前に放射線科医と読影結果について意見交換を行うことが推奨さ

れる。意見交換の結果、健診医が「不同意」を選択する場合、健診医はセカンドオピニオン

として IOM Teleradiology Quality Control Center の放射線科医に最終意見を求めなければ

ならない（図および第６章を参照）。 

 

• 健診放射線科医は、健診医療機関における放射線撮影業務に関する精度の維持に責任を持つ。 

 

• 健診医療機関における放射線検査業務の精度評価として、日本政府又は日本政府による委託を

受けた者による審査又は監査が実施され、期待される制度の維持が困難と判断される場合に

は、該当放射線科医の登録を取り消す場合もある。 

 

3. 胸部レントゲン写真の読影結果の記録 

放射線科医は、以下に示された異常所見を認めた場合、該当する番号を記載する。 

 

A. 活動性結核を疑う所見 

A-1 空洞陰影 

A-2 浸潤陰影又は境界不明瞭な軟部組織の浸潤陰影 

A-3 粟粒陰影 

A-4 多発又は単発の境界不明瞭な結節又は腫瘤陰影 

A-5 肺門部又は縦隔部の軟部組織の腫瘤陰影又はリンパ節腫脹陰影 

A-6 胸水貯留陰影 

 

B. 活動性結核の場合に見られることがある所見 

B-1 線維結節性 / 繊維石灰化 / 繊維嚢胞性陰影又は容積減少を伴う又は伴わない多発性石灰化結節 

陰影 

B-2 （非石灰化）多発又は単発の境界明瞭な肺結節又は腫瘤陰影 

B-3 明らかな肺尖部胸膜肥厚陰影（下部辺縁が粗く、ざらざらしている）かつ、又はいずれかの 

部位における 1cm 以上の胸膜肥厚陰影 

 

C. 結核の既往又は治癒との関連が考えられる軽微な所見 

C-1 単発の石灰化結節陰影 

C-2 石灰化を伴う肺門リンパ節 

C-3 辺縁が明瞭な（散在する）多発石灰化結節陰影 

C-4 石灰化を伴う胸膜病変 

C-5 肋骨横隔膜角部鈍化像（左右どちらかの横隔膜上端の高さより上の鈍化）* 

*胸水貯留が疑われる場合には、側臥位撮影を行う。 
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D. 結核とは無関係と考えられる軽微な所見 

D-1 単発の線維化陰影 

D-2 （厚さ 1cm未満の）肺尖部かつ、又は側面の、平滑な胸膜肥厚 

D-3 片側又は両側の肋骨横隔膜角部鈍化陰影（横隔膜上端の高さより下の鈍化）* 

D-4 その他（           ） 

*胸水貯留が疑われる場合には、側臥位撮影を行う。 

 

E. 結核とは無関係だが重要と考えられる所見 

（下記の解剖学的部位を選択し、備考欄に所見を記載する。） 

E-1 軟部組織、骨 

E-2 心臓、大血管 

E-3 横隔膜、肋骨横隔膜角、胸膜 

E-4 肺門、縦隔 

E-5 肺野 

E-6 その他（           ） 

心拡大と判断する基準：心胸郭比が成人で 55％以上、小児で 60％以上。 

心胸郭比が正常範囲であっても各心内腔拡大の有無について検討する。 

備考欄＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

健診医への指示 

健診医は、以下のいずれかに該当する場合、申請者に 3 回の喀痰提出を指示する。 

1. 胸部レントゲン所見で、上記 A又は B のいずれかを認める場合。 

2. 胸部レントゲン所見で、上記 C を認め、かつ肺結核を疑わせる臨床所見や症状（期間は問わない）

を認める場合、または申請者に活動性結核の病歴がある場合。 

3. 胸部レントゲン所見で、上記 D又は E のいずれかを認める場合、又は胸部レントゲン写真で異常

所見を認めない場合のいずれかで、2 週間以上の長引く咳症状などの肺結核を疑う臨床所見や症状

を認める場合、または申請者に活動性結核の病歴がある場合。 
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図. 胸部レントゲン写真読影の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 健診医は、一次読影結果に「非合意」と判定する前に、一次読影者と意見交換することが勧められ

る。 

 

非合意＊１ 合意 

胸部レントゲン撮影 

一次読影(健診放射線科医) 

※不在の場合は外部機関に委託も可能 

二次読影（健診医） 

セカンドオピニオン 

(IOM Teleradiology Quality Control Center) 

最終的な読影結果 

情報共有 
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資料 J．胸部レントゲン検査報告書 
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資料 K．他医療機関へ結核患者を紹介する際の医療情報提供書 

 


